
コンプライアンスの徹底

企業が持続的に発展していくために「コンプライアンス」はその⼟台となる重要な部分です。当社グループでは、「⾏動規範」のもと倫理
的な企業⽂化や組織⾵⼟の醸成のため、「コンプライアンス」意識の浸透・定着のための取り組みを実⾏しています。なお、「⾏動規範」
は取締役会が監督しており、制定および改定についても取締役会にて決議し決定するものとしています。

当社グループでは、コンプライアンスを法令遵守はもとより企業倫理や社会規範を含む広い概念として捉え、ステークホルダーの皆さまの
期待に誠実に応えていくことと考えています。
当社グループ全体のコンプライアンス体制強化に向け、国内外での研修等、さまざまな施策を通じ、グループの従業員⼀⼈ひとりのコンプ
ライアンス意識を向上させる取り組みを継続しています。意識の浸透と定着を⽬指し、これらの取り組みを継続していきます。
また、執⾏役であるCGO（最⾼ガバナンス責任者）がコンプライアンスを統括しており、CGOの監督のもと、⾏動規範等の遵守を図って取
締役会に報告しています。

当社グループでは、2006年から毎年10⽉を「三菱マテリアルグループ企業倫理⽉間」と定め、社⻑メッセージを社内イントラネットで配信
しているほか、各事業所、グループ各社が独⾃の活動を展開しています。
企業理念、ビジョン、ミッション、価値観、⾏動規範および私たちの⽬指す姿を当社グループの従業員に浸透させるため、携帯⽤カード、
ポスターおよび従業員ハンドブック（基本編）を20⾔語で作成しました。携帯⽤カードとポスターは世界各国の拠点に配布することによ
り、また従業員ハンドブック（基本編）は社内イントラネットで配信することで世界各国の従業員と共有しています。また、「⾏動規範」
には、独占禁⽌法の遵守が明記されています。さらに、国内向けには、強制労働の禁⽌、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、
労働安全衛⽣・健康管理、品質管理、横領や贈賄をはじめとした腐敗防⽌、独占禁⽌法・下請法・外為法等の法令遵守等の事例を網羅した
従業員ハンドブック－ケーススタディ編－（国内向け）を社内イントラネットで配信し、国内のグループ各社が教育活動に利⽤していま
す。
ＳＣＱＤＥについては、研修や教育、ポスター、携帯⽤カードを通して、浸透に努めています。
また、当社グループでは、⾃由闊達なコミュニケーションができる組織⾵⼟を構築し、⾵通しの良い組織を⽬指すことがガバナンス強化に
つながり、コンプライアンス違反の防⽌となることを認識しています。そのため、タウンホールミーティング（対話集会）の開催や研修等
を通じ、コミュニケーションの深化を図っています。
さらに、コンプライアンスに関する⼩集団活動により、従業員⼀⼈ひとりが健全な危機感を持ち、⾃分の問題として考え、意⾒を交換する
ことでコンプライアンス意識の醸成および職場内コミュニケーションの向上に取り組んでいます。

コンプライアンスに関する教育や研修を、外部講師やeラーニングも活⽤し、国内外の当社グループ従業員に⾏っています。
国内グループ各社の全従業員が、年に1回コンプライアンス研修を受講できる体制を整えています。2020年度からはオンラインでの受講を
推進しており、2022年度は「内部通報制度の説明」、「パワーハラスメントの防⽌」、「独占禁⽌法の遵守」、「交際費管理規程の再確
認」をテーマに実施しました。また、階層別研修等を定期的に実施しています。
海外でのコンプライアンスに関する教育・研修は、世界各地域の事情も考慮しながら研修内容を検討しています。また、多⾔語での研修動
画の展開に加え、コミュニケーションに重点を置いた双⽅向対話型の研修により、幅広い地域での研修を効率良く実施しています。
2018年度より、当社経営幹部と外部弁護⼠を講師として、国内のグループ会社役員に対し、役員ガバナンス研修を実施しています。研修で
は、ガバナンスとコンプライアンスについて経営者が果たすべき義務・役割を理解し、それらを全うするための意識の醸成・⼿段の習得を
⽬指しています。また、2021年度より、海外向けの研修も開始し、当社経営幹部に加え海外情勢に精通した外部専⾨家を講師として研修を
実施しています。
また、全従業員を対象としたコンプライアンス意識調査を2018年度より継続して年1回⾏い、その結果を分析することで各種取り組みの効
果測定・推進に役⽴てています。

ガバナンスの維持向上

コンプライアンスの徹底に向けて

コンプライアンス意識の浸透・定着

コンプライアンス意識の向上に向けたさまざまな取り組み

コンプライアンス教育の拡充・再徹底
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■ 2022年度教育・研修受講者数（単体およびグループ会社38社）

 
受講者数

（のべ⼈数）

国内事業所・⽀店、グループ会社コンプライアンス教育 16,311名

海外グループ会社コンプライアンス教育 363名

階層別教育 4,500名

合 計 ★21,214名

※ 上記の教育・研修受講者数は、正社員および⾮正規雇⽤を対象に算出しています。

当社グループでは、持続可能な開発における世界的な課題である腐敗防⽌の重要性に鑑み、グローバルな事業活動全体において贈賄防⽌の
ため、2018年4⽉に「外国公務員等贈賄防⽌規定」を制定しました。また、当社では、グループ会社に対し贈賄防⽌体制の運⽤のため必要
な⽀援を⾏っています。

当社および主に国内グループ会社の役員および従業員並びに当社グループの事業場内作業を請け負う事業者の従業員からの通報・相談を受
け付けるために、2002年12⽉より内部通報制度を運⽤しています。ハラスメントを含む⼈権に関する懸念や法令違反、社内規程違反、横領
や利益相反・贈収賄等の腐敗⾏為を含む企業倫理上の問題を対象事案としており、2020年1⽉からは通報・相談窓⼝である「三菱マテリア
ルグループ内部通報・社員相談窓⼝」の運営を外部専⾨業者に委託するとともに、グループ各社の対応体制を整備しました。これにより、
通報・相談への適切な対応能⼒の強化と信頼性の向上に努めています。また、2018年6⽉には、不祥事の早期発⾒・是正措置を監査委員の
業務として⾏うことに資するため、「監査委員への相談窓⼝」を設置し、運⽤しています。
これらの内部通報窓⼝は、当社グループの従業員に配布している携帯⽤カードへの記載や、社内イントラネット、各種研修等を通じて当社
国内グループ全従業員に周知しています。
2021年4⽉1⽇に、三菱マテリアルグループグローバル内部通報窓⼝「MMC GROUP GLOBAL HOTLINE」を開設し、運⽤しています。こ
の窓⼝は、⽇本国外に所在するグループ会社・海外拠点等（⼀部例外を除く）を対象としており、競争法違反、贈収賄等の腐敗⾏為、会計
不正、不正取引・不正⾏為に関する⾏為が通報対象となっており、匿名での通報も受け付けています。グローバル内部通報窓⼝について
は、対象となる海外の対象会社・拠点ごとに周知しているほか、海外での研修時に取り上げて説明しています。2022年度の件数は2件でし
た。
「三菱マテリアルグループ内部通報・社員相談窓⼝」は、通報の際は記名・無記名を問わないほか、通報内容は公益通報者保護法に基づく
「三菱マテリアルグループ内部通報規定」およびグループ各社の「内部通報規定」により、通報者保護と処理を適切に⾏い、報告者のプラ
イバシーを守り、⼈事上の取り扱いでも不利益は⼀切⽣じない仕組みとしています。
また、2022年度は、国内内部通報制度の信頼性向上策として特設サイトの開設、利⽤周知ポスターの掲⽰、周知動画の公開、研修による啓
発活動などを実施しました。今後も引き続き、内部通報制度の信頼性向上に努めていきます。

■ 三菱マテリアルグループ内部通報・社員相談窓⼝の対応フロー

腐敗防⽌

内部通報制度
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■ 「三菱マテリアルグループ内部通報・社員相談窓⼝」への相談件数推移［年度］

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

33件 38件 42件 61件 58件 54件 47件 65件

2019年9⽉、当時は当社のグループ会社であったユニバーサル製⽸（株）が、公正取引委員会から独占禁⽌法違反（カルテル）により排除
措置命令および課徴⾦納付命令を受けました。これを受け2019年11⽉以降、当社グループは独占禁⽌法遵守体制再構築のための各種施策に
取り組んでいます。また、2022年度は海外競争法遵守体制の整備に取り組みました。

独占禁⽌法（海外競争法）遵守規定の当社およびグループ会社での制定
独占禁⽌法遵守に関するトップメッセージの継続的発信
当社グループの⾏動規範において独占禁⽌法遵守を明確化
当社および⼦会社における懲戒に関する規定等の⾒直し
当社および⼦会社における⾃主確認および各事業の独占禁⽌法抵触リスク評価の実施
各事業所でのリスクマネジメント活動における評価に応じた対策の実施
独占禁⽌法教育の継続・拡充
独占禁⽌法に関する内部監査の⾒直し
⼊札談合、競合事業者との取引に関する対策強化

当社グループでは、事業戦略・開発戦略に沿った知財・無形資産ポートフォリオの形成、知的財産に関するリスクマネジメントおよび係争
対応並びにグループの知財ガバナンス⽔準の向上を図る活動をしています。

知的財産を含む無形資産の重要性が⾼まる中、コーポレートガバナンス・コードに対応して知的財産に関するガバナンス体制を強化し、
「戦略対話」等の知的財産活動の取り組みを積極的に外部に開⽰しています。また、グループ全体での知的財産・無形資産価値の最⼤化を
図る観点から、グループとしての知的財産活動の⽅向性を⽰した「グループ知的財産基本⽅針」を2022年5⽉に制定しました。また、2023
年2⽉に、グループ知的財産基本⽅針に基づき、グループ会社の知的財産に関する活動をより具体的に規定する「グループ知的財産規定」を
制定しました。

独占禁⽌法遵守体制再構築のための施策

知的財産マネジメント

ガバナンス
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グループ知的財産基本⽅針

                                                                                                                   2022年5⽉1⽇制定
                                                                                                              2023年4⽉1⽇⼀部改定

私たちは、知的財産活動を通じて、「⼈と社会と地球のために、循環をデザインし、持続可能な社会を実現する」ことに貢献します。

1. 事業戦略および開発戦略に沿って知的財産権を戦略的に形成し、国内および海外において適正な保護を図り、事業活動の
ために効果的に活⽤します。

2. 第三者の知的財産権を尊重し、侵害予防の体制を構築します。

3. 発明、イノベーションを奨励し、発明者等への適正な報奨制度を整備します。
4. ブランドを育成し、保護することによって、ステークホルダーからの信⽤・信頼の獲得に取り組みます。
5. グローバルに流通する模倣品の取締を強化し、その対策を確実に実施します。
6. 知的財産情報を戦略的に活⽤する⼈材を育成し、そのための教育制度および環境を整えます。

グループ知的財産規定

                                                                                                                      2023年2⽉1⽇制定

各社の執⾏役・取締役への報告および指導・監督、戦略的知財形成・分析・活⽤、グループ会社間のライセンス、委託研究・共同研
究、ブランドの育成、三菱商標、模倣品対策、侵害クリアランス対策、発明報奨、⼈材育成について、グループ会社の活動を具体的に
規定しています。

当社では、事業部⾨、開発部⾨および知的財産部⾨との戦略対話を推進し、戦略的な知財形成を⽬指しています。
そのため、特許俯瞰図などの各種ツールを⽤いて当社をとりまく市場・顧客ニーズのトレンドを知的財産の観点より分析し、その分析情報
を基に、事業戦略およびこれを⽀える研究開発戦略の構築に貢献する知的財産の形成を進めていきます。

■ 知財ミックス

事業戦略・開発戦略に沿った知財ミックス（特許、意匠、商標・ブランド、営業秘密およびデータ等の契約）を戦略的に形成し、無形資産
の価値の最⼤化する知財活動を展開しています。

■ 件数データ（2023年3⽉31⽇現在）

特許出願
国内 193

海外 79

保有特許
国内 2,858

海外 2,758

保有意匠権
国内 102

海外 28

保有商標権
国内 339

海外 147

※ 出願件数は2022年4⽉から2023年3⽉まで
※ 海外特許出願件数はファミリー数（PCT含む）

戦略対話、知財形成

知的資本としての知財
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社員発明規定を設けて、特許・実⽤新案・意匠の出願時および登録時に定額の報奨を発明者に実施しています。また、特許・実⽤新案・意
匠を実施することにより⼀定の利益が得られた場合には、発明者に実績報奨を実施しています。
2023年度、当社グループとしての報奨、公平な評価、インセンティブの充実を図るため、社員発明規定を改定します。

秘密保持契約等の技術契約に関するデータベースを構築・運⽤し、秘密情報の漏えい防⽌、契約期間管理、契約規定⽂⾔の検討を⾏う等、
当社の研究、開発および知的財産案件に関する契約に対する助⾔を⾏っています。

知的財産の権利化・活⽤に関する理解を深めるため、新⼊社員、若⼿社員、中堅社員から管理職、経営層を含むマネジメント層に⾄る各階
層での研修を実施しています。また、知的財産管理技能検定取得に向けた研修、事業拠点での研修等、各種社内教育を継続的に実施してい
ます。

海外を起点とする切削⼯具の模倣品に対する対策として、現地の実店舗で販売活動を⾏う違法業者を多数摘発してきました。また、2020年
度からは、世界各国のオンライン販売サイトの監視と取締りを強化しています。これまでに1万件強の模倣品販売サイトを削除しました。今
後も模倣品の実店舗販売の摘発および模倣品のオンライン販売サイトの監視を継続し、模倣品の根絶に取り組んでいきます。

これらの「ガバナンス」「戦略対話・知財形成」「技術契約リスク対応」「知的財産教育」および「模倣品の対策強化」は、重要な取り組
みと考えています。「グループ知的財産規定」に基づきながら、グループ全体の知財ガバナンス⽔準の維持向上を図るとともに、知財リス
クの低減とグループ事業価値の最⼤化に貢献していきます。

知的財産

報奨制度

技術契約リスク対応

知的財産教育

模倣品の対策強化

三菱マテリアルグループでの活動
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税務⽅針

基本⽅針

三菱マテリアルグループ（以下当社グループ）は、「⼈と社会と地球のために」の企業理念に基づき、公正な事業活動を通じグローバルな
事業展開を⾏う中で、当社税務部⾨が中⼼となり、関係部署と情報を共有し、税理⼠法⼈等の外部専⾨家のサポートを受けながら、税法か
ら逸脱した⾏為やOECD 移転価格ガイドライン等の国際課税ルールに反する租税回避の防⽌を図り、当該⾏為に推定される事象が発⽣した
場合には直ちに是正を⾏い、適切な納税を⾏います。

当社グループは、適正な納税という社会的責任を果たし、企業価値を損なわないことを⽬的に、国内税務及び国際税務それぞれに関し
て、税に関する法令・規則を遵守して⽀払うべき税額を正しく計算し、⾃らの税務ポジションの妥当性を客観的に疎明して、想定額の
税額の変動を防ぐ取り組みを⾏っております。

当社グループ内における国外関連取引は、OECD 移転価格ガイドライン及び各国の現地の移転価格税制等に基づき、各拠点
が保有する機能及び負担するリスクに応じた価格設定により実施しております。
運⽤にあたっては、当社グループ内における国外関連取引に関して、各拠点が保有する機能及び負担するリスクに係る分析
を実施し、分析内容を踏まえた移転価格ポリシーを事前に策定・導⼊の上、契約書等により当事者間で事前に取り決めを⾏
っております。
また、事前の取り決めに沿った価格設定となっているか事後的に検証・是正を⾏う仕組みを整備しております。加えて、移
転価格の妥当性を論証する移転価格⽂書を作成・保持し、移転価格税務リスクの低減を図っております。

当社グループは、租税回避を⽬的としたタックスヘイブンの利⽤は⾏わず、事業を実施している国や地域において適正な申
告及び納税を⾏っております。
運⽤にあたっては、当社グループ内の海外⼦会社からの関連情報を正確に収集する仕組みを構築し、収集した情報をもとに
正確な租税負担割合の算定と経済活動基準の充⾜性の判定を実施し、適正な税務申告業務を⾏っております。

ガバナンスの維持向上

グループ税務⽅針

税務ガバナンス1.

当社グループは、役員・従業員（嘱託、契約社員、パート、アルバイト、派遣労働者を含む）に本⽅針を共有し、税務に関
する透明性を確保しております。

当社グループは、適正な納税を⾏うため定期的に社内調査を実施し、従業員への教育・指導を⾏うことにより、税務ガバナ
ンス体制を維持しております。

当社グループの税務に関する最終的な責任は、当社グループのCFOが負っており、重要な項⽬においては取締役会にて報告
することにしております。

税務リスク2.

当社グループは、グループ全体に重要な影響を及ぼす可能性がある税務リスクについて、特定・評価を⾏っており、有益な
情報を収集し、グループ会社に対して共有を⾏っております。

当社グループは、策定されたマネジメント⽅針・計画に基づき、対策の実⾏・計画の⾒直しを⾏います。

当社グループは、国内税務に関して、再発防⽌策等の周知により集計漏れなどの⼈為的なミスの防⽌を図るほか、税制情報
のタイムリーな共有により税務リスクの早期発⾒を促進しております。
また、国際税務では、移転価格税制、タックスヘイブン対策税制に関して、「3.税務コンプライアンス」に記載の通り税務
リスク管理を⾏っております。

税務コンプライアンス3.

移転価格税制

タックスヘイブン対策税制
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当社グループは、各国・各地域の税務関連法令等を遵守した上で、経済的な実態に合致する範囲内において、優遇税制等を適切に活⽤
し、税務コストの適正化に努めております。
また、税務プランニングに係る有益な情報を収集し、グループ会社に対して共有を⾏うとともに、当社グループ内において、経済的な
実態に沿った適切な税務プランニングが実施されているかに関して、適切な指⽰及びフォローアップを⾏っております。

（制定⽇︓2023年3⽉29⽇）

地域 売上⾼ 税前利益 発⽣法⼈税 ⽀払法⼈税 従業員数︓⼈

⽇本 1,546,173 32,041 3,303 10,847 11,436

⽶国 57,955 2,094 897 986 744

欧州 167,036 9,751 2,416 2,433 1,182

アジア 517,531 14,767 3,546 4,729 5,155

その他 161 15 7 0 59

消去等 -662,923 -43,897 -9 0 0

合計 1,625,933 14,771 10,160 18,995 18,576

※ 当該数値は連結財務諸表より作成しているため、⽇本税務当局に提出している「国別報告書」との直接的な関連はありません。

税務プランニング4.

■ 国別報告事項︓2023年3⽉期の連結財務諸表ベース （単位︓百万円）
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グループガバナンスによる内部統制の拡充

当社グループをとりまくさまざまなリスクに適切に対応し、被害・損害を極⼩化することにより事業を安定的に運営するため、リスク感性
の向上に努めています。2023年度より、ISO31000に準拠した、より実効性と確実性を⾼めた新たなリスクマネジメントシステムを構築
し、国内外の全グループ事業拠点においてリスク低減活動を展開しています。

当社グループのリスクマネジメント活動は、リスクを顕在化させないための未然防⽌活動であり、「リスク発現時の被害・損害の極⼩化に
よる企業価値の向上」を⽬的としています。この⽬的を達成するため、3つの基本⽅針を定め、活動を展開しています。

リスクマネジメントの基本⽅針

1. リスク洗出し、特定︓組織の内部/外部環境を把握し、網羅的にリスクを感知

2. リスク対応︓リスク評価に応じた優先順位付けと対応
3. 活動全般︓継続的な実施により、組織的に管理レベルを改善

当社グループでは、本社管理部⾨においてグループ全体で共通性や優先度が⾼い、事業運営に深刻な影響を及ぼす重⼤リスクを特定・評価
しています。⼀⽅、各事業分野における固有の重⼤リスクは本社事業部⾨が特定をしています。
それぞれの重⼤リスクの特定・評価、対策の実施状況は、当社のSCQ推進本部、戦略経営会議で協議し、モニタリングしています。これら
の会議体では、CGO（最⾼ガバナンス責任者）が実効責任を担い、監査委員会からも独⽴して運営されています。また、取締役会では、そ
のプロセスの実効性について検証、⾒直しを実施し、ESGリスクを含めたリスクマネジメントを総合的に監督しています。
教育⾯では、リスクマネジメントの概要から具体的な進め⽅までを網羅する社内研修を実施し、リスク感性の向上に努めています。

ガバナンスの維持向上

リスクマネジメント活動

基本的な考え⽅

推進体制
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■ リスクマネジメント推進体制
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■ 重⼤リスクの階層とリスクマネジメントプロセス

当社グループでは、リスクを以下の階層に分け、網羅的にリスクをマネジメントしています。

すべてのリスクは、グループ内で統⼀された定量/定性的な評価基準により、影響度/発⽣可能性の5段階で評価されます。
さらにそのリスクレベル（A,B,C,D）に応じて、リスク対応の優先順位を決定しています。

グループ全体で共通性や優先度が⾼いリスク（本社管理部⾨）

各事業分野における固有のリスク（本社事業部⾨）

事業拠点固有のリスク（事業拠点）

リスク評価
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■ 事業等のリスク

経営者が当社グループの業績および財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があると認識している主要なリスクは下表のとおりです。

リスク名称 発⽣可能性 影響度

地政学、国際情勢、海外経済情勢 ⾼ ⼤

市場動向 中 ⼤

原材料・ユーティリティ価格の変動 ⾼ ⼤

調達品 中 ⼤

気候変動 ⾼ ⼤

⾃然災害・異常気象 中 ⼤

公害および環境法令違反の発⽣ 中 中

感染症 中 中

情報セキュリティ ⾼ 中

⼈権 中 中

財務 中 ⼤

以下に「事業等のリスク」の抜粋を記載します。

地政学、国際情勢、海外経済情勢（発⽣可能性︓⾼、影響度︓⼤）
当社グループは、海外31の国・地域に⽣産および販売拠点等を有し、海外事業は当社グループの事業成⻑の重要な基盤と位置付けていま
す。

ウクライナ情勢やそれに伴う諸外国によるロシアへの経済制裁やウクライナへの軍事⽀援、⽶国・中国をはじめとする⼆国間関係等によ
り、国際関係は不安定な状況が続き、先⾏きは依然として不透明になっています。当社グループが進出する国、地域等において、政情不
安、国家間の紛争や⼀⽅的な侵攻、政変等の地政学リスクが顕在化した場合、当社グループの事業活動に⽀障が⽣じ、業績および財政状態
に影響を及ぼす可能性があります。

また上記リスクのほか、グローバルな事業展開に関するリスクとして、各国・地域の経済情勢、予期しない政策や規制、取引先の事業戦略
や商品展開の変更等が想定され、当社グループの事業活動に⽀障が⽣じ、業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があり、これらのリス
クは常に潜在的に存在していると判断しています。

これらのリスクに対しては、従来のリスク低減回避策やBCP等をさらに徹底していくとともに、常に情勢を注視・モニタリングし、事業戦
略、海外投資等の⾒直しを⾏います。また、現地拠点からの情報共有や各事業間の連携により、これら情勢の変化に適切に対応していま
す。海外における法的規制等個別のカントリーリスクに関する情報収集とグループ内の共有、周知に努めています。

特に、⾦属事業においては、銅⽣産国における国家や地⽅政府による資源事業への介⼊、銅精鉱の世界的な需給バランスの変動、銅精鉱の
品位低下等、当社グループの管理が及ばない事象による影響を受けるリスクがあります。これらに対し、持続可能な原料ポートフォリオの
形成の⼀環として、銅精鉱買鉱先の国・地域の分散、効果的な優良鉱⼭プロジェクトへの投資を推進しつつ、⼀⽅でE-Scrap（各種電⼦機器
類の廃基板）をはじめとするリサイクル原料を積極的に利⽤することで、原料を安定的に確保していきます。

原材料・ユーティリティ価格の変動（発⽣可能性︓⾼、影響度︓⼤）

１）原材料価格
⾮鉄⾦属原材料、⽯炭等の調達価格は、国際商品相場、為替相場および海上運賃等の変動の影響を受けます。これら原材料価格等の⾼騰等
により調達価格が上昇した場合、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。国際商品相場、および為替相場等
の⼤きな変動は過去にも発⽣し、今後も数年に⼀度程度の頻度で発⽣する可能性があると想定しています。

このため、⾦属事業における銅精鉱に関しては、原材料調達ルートの複線化や安定的な調達先の確保や海外鉱⼭への投資等、加⼯事業のタ
ングステン原料等の⾮鉄⾦属原材料に関しては、調達先の拡⼤やリサイクル原料の使⽤⽐率の向上等に取り組む等、原材料価格への影響の
最⼩化に努めます。

２）ユーティリティ価格
原油、⽯炭、天然ガスの調達コストの⼤幅な上昇によりエネルギー価格も⾼騰し、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼしてい
ます。これら価格のさらなる上昇や値上げ等が⽣じた場合、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。エネル
ギー価格の上昇リスクが顕在化している現在の状況からも、省エネ設備の導⼊推進、あるいは⾃家消費型太陽光発電システムの導⼊を進め
ることで購⼊電⼒量の削減を図ります。 118



気候変動（発⽣可能性︓⾼、影響度︓⼤）

気候変動に対する政策および法規制が強化され炭素価格制度（排出権取引制度や炭素税）が導⼊、強化された場合など、温室効果ガス
（GHG︓Greenhouse Gas）排出量に応じたコストが発⽣することにより当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があり
ます。また、脱炭素社会への移⾏に伴い、当社の従来からの製品市場において縮⼩が⾒込まれる分野も存在しており、新たな市場拡⼤分野
への対応が遅れた場合、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。気候変動に関しては、全世界的にカーボン
ニュートラルの動きが⾼まっており、わが国においても2050年のカーボンニュートラルへの取り組みが宣⾔される中、近い将来に想定され
る規制強化に向けた迅速な対応が必要であると判断しています。

このため、2030年度に向けたGHG削減⽬標を⾒直し、省エネ設備の導⼊や再⽣可能エネルギーの使⽤を拡⼤することにより、当社グループ
の事業活動により排出されるGHGの削減に取り組んでいます。また、当社グループ製品の市場競争⼒を向上するため、製造プロセスの改善
や環境配慮型製品の開発、CO 回収・有効利⽤・貯留（CCUS︓Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage）など環境負荷を低減
する技術開発を推進しています。

⼀⽅、気候変動に関する政策等の強化により、省エネ・GHG排出削減に貢献する技術や製品・サービスの需要が拡⼤することが予想され、
ビジネス機会が増⼤すると想定しています。当社グループでは、脱炭素化に貢献する素材・製品・技術の開発、地熱発電等の再⽣可能エネ
ルギーの開発・利⽤促進、CO 回収・利⽤に関する実証試験・技術開発の推進、保有する⼭林の保全活動等に取り組んでいます。

2

2
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当社グループは、⾃然災害、事故、テロおよびパンデミック等の危機事態に迅速かつ的確に対応するため、危機管理体制の強化に努めてい
ます。当社グループ全体に適⽤される危機管理関連規定を運⽤するとともに、⼤規模地震およびパンデミック事象について、事業継続計画
（Business Continuity Plan）を国内外の全連結⼦会社で策定し、定期的に内容を更新しています。⼤規模地震およびパンデミックが発⽣
した場合、重要業務がいち早く復旧できるよう、必要な⼈的・物的資源の洗い出しを⾏い、備蓄品の整備、重要製品の代替供給、重要設備
のメンテナンス・修理の計画等について盛り込んでいます（シナリオ想定は以下のとおり）。

＜⼤規模地震＞

＜パンデミック＞

これにより、危機事態が発⽣した場合でも、事業を迅速に復旧し継続することで、お客さまへの影響を最⼩限に抑えるよう努めています。
また、社外コンサルタント会社等から世界各地の最新の危機管理に関する情報や専⾨的な助⾔を随時受けており、海外出張者や現地駐在員
は、有事の際には⾏動判断の助⾔、現地での安全確保サービスおよび医療サービスを利⽤できる体制を整えています。さらに、各危機事態
における対応体制、役割と責任を明確にし、時系列に対応事項等を整理したフレームワークを整備しており、広く危機事態に対応できる体
制としています。

当社グループでは、⾃然災害等の危機事態が発⽣した際に、いち早く従業員の安否や事業拠点の被害状況を把握し、グループ内で共有する
ために、危機管理システムを国内外で運⽤しています。
これにより、迅速かつ適切な初動対応が可能になり、また当社グループのネットワークを活かした被災地域の近隣拠点からの⽀援等も可能
となります。

■ 危機管理システム

危機管理活動

基本的な考え⽅

各建屋使⽤可能、設備被害軽微

電⼒、ネットワーク（基幹系システム、インターネット、電話等）使⽤不可（3⽇間）

上下⽔道の停⽌（飲料⽔、トイレの提供は不⼗分）

交通機関停⽌による⽋勤者多数

緊急事態宣⾔の発令や多数の感染者により出社抑制（1ヵ⽉程度）

危機管理システム
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当社グループは、情報セキュリティを経営上の課題のひとつに位置付けており、個⼈情報の取り扱いを含め、情報管理の徹底を図ることで
安全な事業運営を⽬指します。

当社グループは、情報セキュリティを経営課題のひとつに位置付けており、特に顧客および取引先の個⼈情報については最も重要な情報資
産のひとつと認識して、漏えいや滅失、破損リスクの低減に取り組んでいます。

当社グループの情報セキュリティポリシーを守るため、「グループ情報セキュリティマネジメント規定」「情報セキュリティ対策基準」
「秘密情報管理規定」、そして各種の実施⼿順を定め、その遵守を義務付けています。

グループ情報セキュリティマネジメント規定︓
当社グループが所有または管理する情報資産を盗難、漏えい、改ざん、破壊⾏為等から防ぎ、企業の損失を最⼩化することを⽬的として、
当社グループにおける情報セキュリティについてマネジメントシステムの構築および運⽤に関する基本的事項を定めたもの。

情報セキュリティ対策基準︓

当社グループが電磁的情報資産に対して取るべき情報セキュリティ対策の基準を定めたもの。

秘密情報管理規定︓

情報資産全般の機密性を維持するための管理⽅法に関する基本指標を定めるとともに、個⼈情報の取り扱いに関する基本的事項を定めたも
の。

■ 情報セキュリティポリシーと⽂書の体系図

情報セキュリティ

基本的な考え⽅

管理体制
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また、情報セキュリティポリシーの確⽴、導⼊、運⽤、監視、⾒直し、維持および改善を実施する「情報セキュリティ部会」を設置し、そ
の実効性を確保するため、当社およびグループ各社に情報セキュリティ統括責任者を置き、運⽤・監視にあたっています。

■ 情報セキュリティ運⽤管理体制

情報セキュリティ活動においては、⼤規模災害時等の事業継続も視野に⼊れて情報インフラの強化拡充に努めるとともに、情報システムに
関するさまざまな技術的対策の強化並びにマネジメントシステムの導⼊と運⽤を柱としています。技術的対策では、既知の脆弱性を狙った
攻撃に対して被害に遭わないための防御策を充実させる⼀⽅、標的型攻撃等の新たな脅威に対しては、「多層防御の拡充」「被害の早期検
知」といったリスク低減策に取り組んでいます。近年、感染被害が増加しているランサムウェア（⾝代⾦要求型ウイルス）をはじめとした
ウイルスへの対策については、当社および全グループ会社へ、脆弱性に対する修正プログラムやアップデートを強制的に適⽤させるシステ
ムを海外グループ会社まで導⼊しています。
マネジメント⾯では、パフォーマンス評価、従業員教育といったPDCAサイクルを反復実施することで、セキュリティレベルの維持向上に努
めています。
2023年度の施策として、2022年度中に監視対象拠点のグローバル展開を終えたセキュリティ・オペレーション・センタ（SOC）の安定運
⽤と監視対象領域の拡⼤を引き続き取り進めます。また、セキュリティインシデント対策チーム（CSIRT）の活動の定着化を図り、情報セ
キュリティ教育、訓練によるセキュリティ意識の向上とレベルの統⼀を図ります。
さらに、⽇本国内法やGDPRのみならず各国の個⼈情報保護法への対応によるコンプライアンス遵守に加え、デジタル化、スマートファクト
リー化が進むOT（Operational Technology）領域の新たなセキュリティ施策やサプライチェーンリスクマネジメントの強化も実施していく
計画です。 深刻化するセキュリティの脅威に対して、今後とも、さまざまな技術的対策を、総合的・効率的かつ適切なレベルで検討・実施
していきます。

情報セキュリティ遵守に向けたさまざまな取り組み
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■ 基本的な⽅針

当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響下において、従業員の感染防⽌と事業拠点や地域における感染拡⼤防⽌を最優先に、重
要な事業を停⽌させることのないよう、以下のグループ共通⽅針のもと、各種対策に取り組んできました。

1. 従業員の健康と職場の安全を最優先に、感染予防・拡⼤防⽌に万全を期す
2. 国や⾏政の要請・指⽰に従い事業活動を⾏うとともに、従業員個々⼈が私⽣活においても⾃覚を持って⾏動する

3. 社会基盤を⽀える製品の⽣産・供給やリサイクル事業が途絶えることがないよう事業継続させ、顧客・社会からの要請に応え
る

4. コロナ禍への取り組みを契機にワークスタイルの⾒直しにつなげ、⽣産性を向上させる

■ 体制

当社グループは、2020年1⽉、本社に新型コロナウイルス対策本部を設置し、グループの統⼀的な対応を指揮してきました。対策本部は、
世界各地の新型コロナウイルス感染症の流⾏状況に応じたグループ対応⽅針と予防対策のガイドライン等を策定するとともに、従業員の健
康状態や国・地域の状況等の情報を⼀元的に収集し、経営陣への報告を⾏うことで、状況に応じて迅速かつ適切に対応できるモニタリング
を⾏いました。2023年5⽉に⽇本での新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類感染症に移⾏したことに伴い、新型コロナウイルス
対策本部は終了しました。

■ 感染予防・拡⼤防⽌策

国内外の全従業員の健康と職場の安全を確保し、事業を⾏う各地域における感染拡⼤を防⽌するため、以下の各種施策を実施しました。

1. 職場における感染予防策の周知・徹底と従業員の健康管理の徹底
2. 罹患者やその疑いのある者が発⽣した場合の対応⼿順の周知・徹底
3. オフィスにおける在宅勤務の本格運⽤、公共交通機関の利⽤制限、サテライトオフィスの活⽤
4. 出張、会議、⾏事等の制限、WEB会議等のリモート対応
5. 海外駐在員は、地域の流⾏状況、⾏動制限、医療⽔準、医療サービス体制の状態等に対応

■ 事業継続

社会基盤を⽀える製品・サービスや、リサイクル事業等の当社グループの重要な事業を継続させ、顧客・社会からの要請に応えるため、拠
点ごとの事業継続計画に則り、感染症の流⾏状況と国・⾏政の要請に応じ各種施策を実施しました。

1. オフィスでは重要業務を特定のうえ、在宅勤務を原則とし、出社は最⼩限のBCP要員に限定し事業を継続
2. ⽣産拠点では、地域の感染拡⼤に伴う従業員の通勤制限や操業制限に応じた複数のシナリオに基づき、継続する重要業務の特

定とそれに応じた体制を整備
3. 原材料調達先や業務委託先の分散化、物流ルートの複線化、顧客との連携強化等、サプライチェーンを強化

■ 変化への適応

新型コロナウイルス感染症は、2023年5⽉に感染症法の扱いが5類感染症に移⾏しましたが、同様の感染症の拡⼤リスクは皆無ではありませ
ん。新型コロナウイルス感染症がもたらした、社会や事業環境、ビジネス構造の⼤きな変容に対応するばかりでなく、当社グループはこの
機会に市場や顧客との連携をさらに強化し、テレワーク等の新たなワークスタイルへの移⾏や、DX（デジタルトランスフォーメーション）
による経営スピードの向上、ビジネスモデルの再構築等、競争⼒を⾼めるためのさまざまな施策に取り組みます。

感染症リスク対応と事業継続
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コーポレートガバナンスの強化

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え⽅は以下のとおりです。

当社は、取締役会が定める当社グループの企業理念、ビジョン、価値観、⾏動規範（総称して以下、企業理念等）、会社の⽬指
す姿およびコーポレート・ガバナンス基本⽅針 等に基づき、株主、投資家をはじめ従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会
等の当社および当社⼦会社に係るすべてのステークホルダーとの信頼関係を構築するとともに、コーポレート・ガバナンスを整
備しています。
当社は、会社法上の機関設計として、指名委員会等設置会社を採⽤し、監督と執⾏を分離することにより、取締役会の経営監督
機能の強化、経営の透明性・公正性の向上および業務執⾏の意思決定の迅速化を図っています。
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題のひとつとして、継続的に改善に取り組みます。

当社グループは、「⼈と社会と地球のために、循環をデザインし、持続可能な社会を実現する」ことを⽬指す姿とし、その実現に向け、資
源循環の拡⼤と⾼機能素材・製品の供給を機動的、適切に実施していくため、社内カンパニー制度を導⼊しています。

※ 当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え⽅および枠組みを「コーポレート・ガバナンス基本⽅針」として取り纏め、WEBサイトに
て開⽰しています。

取締役会
取締役会の役割・責務は以下のとおりです。

株主からの委託を受け、経営の⽅向性を⽰すとともに、経営⽅針や経営改⾰等について⾃由闊達で建設的な議論を⾏うこと等に
より、当社グループの中⻑期的な企業価値の向上に努める。
法令、定款および取締役会規則の定めに基づき、経営⽅針や経営改⾰等、経営に重⼤な影響を及ぼす可能性のある事項について
決定する。
執⾏役が、⾃らの責任・権限において、経営環境の変化に対応した意思決定、業務執⾏を担うことができるよう、取締役会規則
等の定めに基づき、適切な範囲の業務執⾏の権限を執⾏役に委譲し、業務執⾏の意思決定の迅速化を図る。
グループガバナンスの状況や経営戦略の進捗を含む業務執⾏の状況について執⾏役より定期的に報告を受け、監督する。

なお、社外取締役は、取締役および執⾏役の職務執⾏の妥当性について客観的な⽴場から監督を⾏うことや、専⾨的な知識や社内出⾝役員
と異なる経験から会社経営に対して多様な価値観を提供することを通じ、取締役会の監督機能をより⾼める役割を担っています。取締役会
は、11名（うち社外取締役７名）の取締役で構成され、議⻑は⽵内章（取締役会⻑）が務めています。

ガバナンスの維持向上

コーポレート・ガバナンス

基本的な考え⽅

※

企業統治の体制の概要
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■ コーポレート・ガバナンス体制の概要(2023年7⽉1⽇時点）

指名委員会
指名委員会は、取締役候補者の指名の⽅針、株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案の内容等を決定します。また、執⾏役の選解
任等について、取締役会からの諮問を受けて審議を⾏い、取締役会に答申します。さらに、次世代の経営を担う⼈材を育成するため、執⾏
役社⻑の後継者候補およびその育成計画について審議するとともに、後継者候補の育成が適切に⾏われるよう監督します。 指名委員会は、
委員の過半数を独⽴社外取締役によって構成することとし、委員⻑は独⽴社外取締役が務めることとしています。現在、指名委員会は5名
（全員が社外取締役）の取締役で構成され、委員⻑は得能摩利⼦（独⽴社外取締役）が務めています。
従来の指名委員会には執⾏役社⻑が就任していましたが、委員会の独⽴性・客観性を強化するため、委員会の構成を⾒直し、委員5名全員を
社外取締役としました。なお、委員会の実効性を確保するため、必要に応じて執⾏役を委員会に出席させ、説明・意⾒等の聴取をすること
としています。

監査委員会

監査委員会は、内部統制システムを活⽤した監査を通じて、または選定監査委員が直接、取締役および執⾏役の職務の適法性および妥当性
の監査を⾏います。 監査委員会は、委員の過半数を独⽴社外取締役によって構成することとし、委員⻑は独⽴社外取締役が務めることとし
ています。また、監査委員会監査の実効性を向上させるため、常勤監査委員1名を選定しています。現在、監査委員会は5名（うち社外取締
役4名）の取締役で構成され、委員⻑は武⽥和彦（独⽴社外取締役）が務めています。
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報酬委員会

報酬委員会は、取締役および執⾏役が受ける個⼈別の報酬等の内容に係る決定に関する⽅針を定め、その⽅針に従い、取締役および執⾏役
が受ける個⼈別の報酬等の内容を決定します。 報酬委員会は、委員の過半数を独⽴社外取締役によって構成することとし、委員⻑は独⽴社
外取締役が務めることとしています。現在、報酬委員会は5名（全員が社外取締役）の取締役で構成され、委員⻑は杉光（独⽴社外取締役）
が務めています。
報酬委員会の機能の独⽴性・客観性を強化するため、委員会の構成を⾒直し、委員5名全員を社外取締役としました。なお、委員会の実効性
を確保するため、必要に応じて執⾏役を委員会に出席させ、説明・意⾒等の聴取をすることとしています。

サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、サステナビリティを巡る課題への対応⽅針等について、取締役会から諮問を受けて検討を⾏い、その内容を取
締役会に答申します。 サステナビリティ委員会は、委員の過半数を独⽴社外取締役によって構成することとし、委員⻑は独⽴社外取締役が
務めることとしています。現在、サステナビリティ委員会は５名（うち社外取締役4名）の取締役で構成され、委員⻑は五⼗嵐弘司（独⽴社
外取締役）が務めています。
従来のサステナビリティ委員会には8名の委員が就任していましたが、委員会における議論の密度をより⼀層⾼めるため、委員会の構成を⾒
直し、他の委員会と同様に⼈数を5名としています。

執⾏役

執⾏役は、取締役会からの権限委譲に基づき、定められた職務分掌等に従い、業務の執⾏を⾏います。執⾏役は9名であり、執⾏役のうち、
執⾏役社⻑である⼩野直樹、執⾏役常務である柴⽥周は、取締役会の決議により、代表執⾏役に選定されています。

戦略経営会議
戦略経営会議は、取締役会から権限委譲を受けて、当社グループ全体の経営に係わる特に重要な事項について審議および決定を⾏います。
戦略経営会議は、執⾏役社⻑および戦略本社各部署担当の執⾏役で構成されており、議⻑は執⾏役社⻑が務めています。

ガバナンスレビュー・ガバナンス情報共有会議

ガバナンスレビュー・ガバナンス情報共有会議は、戦略経営会議メンバーおよび関係部署の部⻑等によって構成されており、ガバナンス関
係事項（コンプライアンス、安全・防災、衛⽣、環境管理、品質管理、コミュニケーション、情報セキュリティ等）について、計画および
取り組みの報告・審議・フォローアップを⾏うとともに、各部署間における情報共有を実施しています。
毎年2⽉から3⽉にかけて、本社管理部⾨及び事業部⾨（当社直轄事業所・⼦会社を含みます。）の次年度取り組み⽅針等の審議・情報共有
を⾏い、毎年8⽉から9⽉にかけて、対応状況の報告および⾒直し計画の審議・情報共有等を⾏うことにより、グループ全体でガバナンス関
係事項についての取り組みの実効性向上を図っています。

経営の⽅向性を決定し、かつ、業務執⾏状況を監督する役割を有する取締役会は、専⾨知識や経験等が異なる多様な⼈材をもって構成
することを基本⽅針としています。特に、社外取締役候補者については、企業経営（当社グループ類似業種、異業種等）・組織運営に
関する経験・知⾒を有する⼈材、および財務・会計、法務、⽣産技術、研究開発、営業販売、国際関係等に関する幅広く⾼度な専⾨知
識や豊富な経験を有する⼈材で構成されるよう考慮しています。
上記の構成に関する基本⽅針を踏まえ、取締役候補者には、性別、国籍、⼈種等の個⼈の属性に関わらず、

⾒識、⼈格に優れた⼈物
⾼い倫理感および遵法精神を有する⼈物
会社経営に対する監督および経営の⽅向性を決定する職責を適切に果たすことができる⼈物

を指名することとし、さらに、独⽴社外取締役候補者についてはこれらに加え、

当社グループと重⼤な利害関係がなく、独⽴性を保つことができる⼈物

を指名することとしています。具体的な⼈選は、指名委員会において審議のうえ、決定します。なお、当社は、社外取締役について、
（株）東京証券取引所が定める独⽴性基準および以下に掲げる各要件に該当する場合は、独⽴性がないと判断します。

1.現在または過去のいずれかの時点において、次の（1）、（2）のいずれかに該当する者

取締役候補者の指名および執⾏役の選解任

取締役候補者指名⽅針1.

当社の業務執⾏者または業務執⾏者でない取締役(1)

当社の⼦会社の業務執⾏者または業務執⾏者でない取締役(2)
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2.現在において、次の（1）〜（5）のいずれかに該当する者

3.過去3年間のいずれかの時点において、上記２の（1）〜（5）のいずれかに該当していた者

4.上記1の（1）、（2）、上記２の（1）〜（5）または上記3のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者

5.当社の社外取締役としての在任期間が8年を超える者

業務執⾏を担当する執⾏役の選任にあたっては、性別、国籍、⼈種等の個⼈の属性に関わらず、

⾒識・⼈格に優れた⼈物
⾼い倫理感および遵法精神を有する⼈物
会社経営や当社グループの事業・業務に精通した⼈物

を選任することとしています。
選任の⼿続きとしては、まず、執⾏役社⻑が、必要に応じて関係役員と協議のうえ、執⾏役選任原案を策定します。その後、指名委員
会での審議・答申を踏まえ、執⾏役社⻑が取締役会へ執⾏役選任議案を上程し、経歴や実績、専⾨知識等の諸要素を総合的に勘案した
うえで、取締役会の決議により選任します。
また、これらの基準に照らして、著しく適格性に⽋ける事象が⽣じた場合、取締役の提案により、指名委員会での審議を経て、取締役
会の決議により解任することとしています。

■ 取締役の専⾨性と経験

取締役が有する主な専⾨性および経験を表1のスキルマトリックスに図⽰しています。また、2020年度から2022年度までの中期経営戦略に
おける全社⽅針の推進および中期経営戦略2030策定にあたり、取締役が、スキルマトリックスに⽰したそれぞれが有する専⾨性および経験
に基づき、どのような視点から貢献し知⾒を提供しているかを、表2に記載しています。

当社との取引先で、取引額が当社または取引先の直前事業年度の連結売上⾼の2％以上である会社の業務執⾏者(1)

専⾨家、コンサルタント等として、直前事業年度において当社から役員報酬以外に1,000万円以上の報酬を受けている者(2)

当社からの寄付が、直前事業年度において1,000万円以上の組織の業務執⾏者(3)

当社総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に保有する株主またはその業務執⾏者(4)

当社の会計監査⼈またはその社員等(5)

執⾏役選解任⽅針2.
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■ 【表1】取締役の専⾨性と経験（スキルマトリックス）

○ 有している専⾨性・経験（● は主たるもの）
※ 上記スキルマトリックスは各取締役が有するすべての知⾒を表すものではありません。
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■ 【表2】主要テーマに対する取締役の貢献・提供視点

※1: 取締役について貢献度の⾼い項⽬を中⼼に記載しています。
※2: 柴⽥周は、執⾏役としての貢献・提供視点を記載しています。

当社グループの中⻑期的な企業価値の向上を牽引する優秀な経営者⼈材にとって魅⼒的な報酬制度とするとともに、株主をはじめとしたス
テークホルダーに対する説明責任を果たすことができる報酬ガバナンスを構築することを⽬的とし、以下のとおり取締役および執⾏役の報
酬の決定⽅針および報酬体系を定めています。

役員報酬等の決定に関する⽅針

役員報酬の決定⽅針1.

当社グループと類似の業態・規模の企業と⽐べ、競争⼒のある報酬⽔準となる制度とする。(1)

各役員が担う役割・責務に対する成果や中⻑期的な企業価値の向上に対する貢献を公平・公正に評価し、これを報酬に反
映する。

(2)
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＜基本報酬＞

基本報酬は、固定報酬として役位に応じ⾦銭で⽀払う。

＜年次賞与（短期インセンティブ報酬）＞

年次賞与は、単年度の連結営業利益、TSRの相対⽐較、執⾏役ごとに設定する⾮財務⽬標の遂⾏状況によって決定する。

具体的な評価項⽬は以下のとおりとする。

【評価項⽬】

1. 本業の収益⼒を評価する連結営業利益（事業系執⾏役は担当事業営業利益）なお、連結営業利益には、マーケットの成⻑以
上の成⻑を意識付けるため、連結営業利益成⻑率の他社⽐較による調整係数をかけ合わせる（⾮鉄6社および同規模製造業
を中⼼とした⽐較対象企業を選定し相対⽐較）

2. TSRの相対⽐較（⾮鉄6社および同規模製造業を中⼼とした⽐較対象企業を選定し相対⽐較）

3. 短期的な業績には表れにくい、中⻑期的な企業価値の向上に向けた取り組み、およびサステナビリティ基本⽅針 に沿った
取り組みについて、執⾏役ごとに期初に設定した⽬標に対する遂⾏状況等を評価する⾮財務評価

※サステナビリティ基本⽅針の項⽬

1. 安全と健康最優先の労働環境整備
2. ⼈権尊重
3. ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
4. ステークホルダーとの共存共栄
5. ガバナンス強化とコンプライアンス・リスクマネジメントの徹底
6. 公正・適正な取引と責任ある調達

7. 安⼼・安全・⾼付加価値な製品の安定的提供
8. 地球環境保全への積極的取り組み

（3） 当社グループの中⻑期的な企業価値の向上を図る健全なインセンティブとして機能させるため、基本報酬、事業年
度ごとの業績等の評価に基づく年次賞与、中⻑期的な業績や企業価値に連動する中⻑期インセンティブである株式報酬に
より構成するものとし、報酬構成割合は役位に応じて適切に設定する。ただし、取締役（取締役と執⾏役を兼任する者を
除く）については、執⾏役の職務執⾏の監督を担うという機能・役割に鑑み、⾦銭による基本報酬のみとする。

(3)

年次賞与は、事業年度ごとの業績を重視しつつ、TSR（株主総利回り） の相対的な評価結果および中⻑期的な経営戦略
の執⾏役ごとの遂⾏状況等を適切に評価し、これを報酬に反映する。

(4) ※

中⻑期インセンティブは、中⻑期的な企業価値の向上を図るため、株主との利益意識の共有を実現する株式報酬とする。(5)

報酬の決定⽅針および個⼈別の⽀給額については、過半数を独⽴社外取締役によって構成する報酬委員会で審議し決定す
る。

(6)

株主をはじめとしたステークホルダーが業績等と報酬との関連性をモニタリングできるよう必要な情報を積極的に開⽰す
る。

(7)

役員報酬体系2.

取締役（取締役と執⾏役を兼任する者を除く）
取締役の報酬体系は、⾦銭による基本報酬のみとし、外部専⾨家の調査に基づく他社報酬⽔準を参考に取締役としての役
位、常勤・⾮常勤の別等を個別に勘案し決定する。

(1)

執⾏役
執⾏役の報酬体系は、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬である年次賞与および株式報酬で構成する。また、報酬構
成割合は、執⾏役社⻑において、「基本報酬︓年次賞与︓株式報酬＝1.0︓0.6︓0.4」（年次賞与については⽀給率
100％の場合）を⽬安とし、その他の執⾏役は、業績連動報酬の基本報酬に対する⽐率を執⾏役社⻑より低めに設定す
る。
また、その報酬⽔準については、外部専⾨家の調査に基づく同輩企業（報酬委員会が定める同規模企業群）の報酬⽔準を
参考に決定する。

(2)

※
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【算定式】

⽬標を達成した場合に⽀給する額（年次賞与基本額）を100％とし、個⼈別に、以下の算定式により算出する。
年次賞与＝役位別の年次賞与基本額×業績評価⽀給率

※ 業績評価⽀給率は、業績の達成度に応じ0％〜約200％の範囲で変動

【評価ウェイト】

役位に応じた基本額を、連結営業利益（事業系執⾏役は担当事業営業利益）を60％（連結営業利益成⻑率の他社⽐較により調整）、相
対TSR評価を20％、⾮財務評価を20％の割合で評価し、年次賞与額を決定する。

【年次賞与における業績評価指標の⽬標】

年次賞与における業績評価指標の⽬標については、中期経営戦略における当期の連結営業利益計画値を適⽤する（担当事業営業利益に
ついては、当該担当事業に係る連結営業利益計画値を⽤いる）こととしている。

＜株式報酬（中⻑期インセンティブ報酬） ＞

株式報酬は、株主との利益意識の共有を実現し、当社グループの中⻑期的な企業価値向上のインセンティブとして機能させることを⽬的と
して、信託の仕組みを利⽤した制度とし、執⾏役の退任時に役位に応じた当社普通株式および当社普通株式の換価処分⾦相当額の⾦銭（以
下、当社株式等）を交付および給付する。交付する株式については、業績条件・株価条件を設けない。
なお、国内⾮居住者については、法令その他の事情により、これとは異なる取り扱いを設けることがある。

※ 役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託と称される仕組みを採⽤し、執⾏役に当社株式等の交付等を⾏う。連続する3事業年度（2023年度から
2025年度まで）を対象として、各事業年度の執⾏役の役位に応じて付与するポイントを累積し、執⾏役の退任後、当該累積ポイント数の70％に相
当する当社普通株式（単元未満株式については切り捨て）および残りの累積ポイント数に相当する当社普通株式の換価処分⾦相当額の⾦銭を役員報
酬として交付等するインセンティブプランである。1ポイント＝当社普通株式1株とし、信託期間中に株式分割・株式併合等が⽣じた場合には、当社
株式の分割⽐率・併合⽐率等に応じて、1ポイント当たりの当社株式数を調整する。なお、対象期間において執⾏役に対して付与するポイント数の上
限は、合計で14万ポイントである。

取締役および執⾏役の報酬等の額（2022年度）

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類
⾦銭報酬 ⾮⾦銭報酬

基本報酬 賞与（業績連動報酬） 株式報酬
総額

（百万円）
対象⼈員
（名）

総額
（百万円）

対象⼈員
（名）

総額
（百万円）

対象⼈員
（名）

取締役
(社外取締役を除く)

97 97 2 ̶ ̶ ̶ ̶

執⾏役 740 354 10 273 10 112 10
社外役員 122 122 8 ̶ ̶ ̶ ̶

※1 取締役と執⾏役を兼任する者に対して⽀給された報酬等の総額については、執⾏役の欄に記載しています。
※2 2022年度末⽇現在の取締役は10名、執⾏役は10名です。取締役の対象⼈員には、当事業年度中に退任した取締役２名（うち社外取締役１名）を含

んでいます。
※3 当社は信託の仕組みを利⽤した株式報酬を導⼊しており、上記株式報酬の額は2022年度の費⽤計上額を記載しています。

※

※
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⽒名 役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類
（百万円）

⾦銭報酬 ⾮⾦銭報酬

基本報酬 賞与（業績連動報酬） 株式報酬
⼩野 直樹 執⾏役 143 63 55 25

※1 ⼩野直樹は、取締役と執⾏役を兼任していますが、上記「取締役および執⾏役の報酬等の額」の表中において役員区分「執⾏役」の欄に含めて記載
をしているため、本表においても役員区分を「執⾏役」としています。

※2 当社は信託の仕組みを利⽤した株式報酬を導⼊しており、上記株式報酬の額は2022年度の費⽤計上額を記載しています。

当社取締役会は、定期的な開催に加え、適宜臨時に開催しています。2022年度は、19回開催しました。取締役会の実効性を確保するため
に、各取締役には極⼒すべての取締役会への出席を求めており、2022年度の出席率は100％でした。指名委員会（15回開催）、監査委員会
（16回開催）、報酬委員会（11回）およびサステナビリティ委員会（9回開催）においても、100％の出席率を維持しています。

取締役会の開催・出席状況（2022年度）

 取締役会 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 サステナビリティ委員会 計

開催回数 19 15 16 11 9 59

全取締役の出席率（％） 100 100 100 100 100 100

社外取締役の出席率（％） 100 100 100 100 100 100

当社における取締役の任期は、1年です。現職の取締役の2023年7⽉時点における平均在任期間は5.0年、過去5年に退任した取締役の平均
在任期間は2.3年です。

取締役の平均任期（2023年7⽉現在）

項⽬ 平均任期（年）

現職の取締役の現時点における平均在任期間 5.0年

過去5年に退任した取締役の平均在任期間 2.3年

当社では毎年、各取締役による評価に基づき、取締役会の実効性についての分析・評価を⾏っており、2021年度には、初めて第三者機関を
起⽤してこれを実施しました。なお、今後、第三者機関を起⽤した評価については、3年に1回実施することとしています。
2022年度の実効性評価については、⾃⼰評価（アンケートによる評価）⽅式にてこれを実施しました。評価の⽅法および結果の概要は以下
のとおりです。

報酬等の総額が1億円以上である役員（2022年度）

取締役会の開催・出席・在任状況

取締役会の実効性評価

分析・評価⽅法1.

評価の実施プロセス
2022年10⽉ 取締役会において、2022年度および2023年度以降の評価の実施⽅針を審議しました。この結果、
「2022年度は⾃⼰評価を実施すること」および「第三者機関を起⽤した評価の実施頻度は３年に１回とすること」が
確認されました。
2022年12⽉〜2023年1⽉ 取締役会議⻑の主導により、取締役10名全員に対してアンケートを配布し、回答を回収し
ました。
2023年2⽉ 取締役は、アンケートの回答結果の分析に基づき、取締役会の実効性について協議しました。
2023年3⽉ 2⽉の協議内容を踏まえ、取締役会において2022年度の取締役会の実効性について決議しました。

(1)
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2021年度の取締役会実効性評価の結果を踏まえ、当社取締役会が2022年度に取り組んだ以下の事項については、概ね「⼀定の取り組
み・改善がなされた」との評価であったものの、⼀部の事項については、「取り組みが⼗分でない」との評価がなされました。

取締役会における審議の結果、2022年度の当社取締役会の実効性は確保されていることが確認されました。評価の結果、課題であると
認識された事項についてのアンケートの回答結果および主な審議の内容は以下のとおりです。

アンケートの項⽬
以下に関する設問について、５段階（1．強くそう思う、2．そう思う、3．どちらとも⾔えない、4．そう思わない、5．全くそう
思わない）で評価する⽅式とし、必要に応じて⾃由記述欄を設けました。

取締役会の規模・構成
取締役会の運営状況
指名、監査、報酬、サステナビリティ各委員会の構成・役割・運営状況
社外取締役に対する⽀援体制
投資家・株主との関係
その他取締役会全般に関する事項 等

(2)

2021年度評価に基づく2022年度課題への取り組み状況についての評価2.

「指名・監査・報酬各委員会の運営」に関する事項
評価過程において、「各委員会のより深い議論の内容を取締役会全体に共有する必要性はあるものの、特に指名委員会
や報酬委員会の議論内容については、取締役会内に利害関係者となる者（主に社内取締役）がいることも考慮する必要
がある」旨の指摘がなされたことから、社外取締役のみの協議の場である「社外取締役意⾒交換会」の開催頻度を増や
しました。
上記のとおり⼀定の取り組みを⾏ってきたものの、指名委員会については、「委員と委員以外の取締役との間で⼗分な
コミュニケーションがあると考えるか」という質問について、必ずしも⼗分とは⾔えないとの評価となりました。⼀⽅
で、「⼗分なコミュニケーションを求め過ぎると、委員会内での論議に⼤きく踏み込んでしまう可能性もあり、委員会
の独⽴性の観点からそれは避けたい」といった意⾒が⾒られました。

(1)

「成⻑戦略に係る取締役会の監督」に関する事項
次期中期経営戦略（中経2030）の策定にあたり、取締役説明会（次項参照）等の場を利⽤し、執⾏側から成⻑戦略を
含む施策の内容（次期中経、全社戦略、個別事業戦略、開発・知財戦略、事業再編、投資等）について説明を受け、多
⾓的な観点から議論を⾏いました。
取締役説明会に関して、「資料配布が直前で⼗分な検討時間が確保できていない」や「取締役説明会のインプットを受
けて、議論する場があると良い」といった運⽤⾯での課題を指摘する意⾒は⾒られたものの、取り組みそのものについ
ては概ね良好な評価でした。

(2)

「サステナビリティ委員会の設置」に関する事項
2022年6⽉28⽇付で、当社取締役会にサステナビリティ委員会を設置しました。同委員会は、取締役会からの諮問事
項として、サステナビリティ経営に関するモニタリング⽅法や、サステナビリティ経営の課題等について検討していま
す。
委員会の役割や議論の⽅向性等については、概ね良好な評価でした。しかし、委員会の⼈数や構成については必ずしも
適切ではないとの評価となり、「⼈数は他の委員会と同様の規模でも良いのではないか」や「若⼲規模が⼤きいように
思う」といった意⾒が⾒られました。なお、2023年6⽉23⽇開催の取締役会の決議により各委員会の構成が決定さ
れ、サステナビリティ委員会は他の委員会と同様の規模となったため、当該課題は解消されています。

(3)

2022年度の評価結果の概要3.

「当社の中⻑期的な競争優位性」に関する事項
アンケートでは、「技術・イノベーションの動向と中⻑期的な競争優位性」および「データ・デジタル技術を活⽤した
競争上の優位性の確⽴」について、取締役会における議論が必ずしも⼗分でないとの評価となりました。また、「当社
の⻑期的な競争優位性（事業戦略、経営陣の資質、ガバナンス体制等）が、資本市場に⼗分に伝わっていない」との評
価となりました。
取締役による協議においては、「執⾏側からの説明においては、当社が競合他社と⽐べてどの位置にいるのかを意識し
ながら説明することが重要」「執⾏側からの説明内容が専⾨的であるため、狙っている効果や向かっている⽅向性が分
からないことがある」などの意⾒が出されました。

(1)

「指名委員会と他の取締役との間の情報共有」に関する事項
アンケート結果の概要は、「2．（1）指名・監査・報酬各委員会の運営に関する事項」に記載のとおりです。
取締役による協議においては、「特に、執⾏役の選任議案や職務分掌など、最終的に取締役会の決議を要する事項につ
いては、他の取締役への情報共有の充実を図るとともに、指名委員会での議論をさらに深化させる必要がある」などの
意⾒が出されました。

(2)
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2022年度の取締役会の実効性評価の結果を踏まえた当社の2023年度の実効性向上施策は、以下のとおりです。

今後も当社取締役会は、さらなる実効性向上のため、継続的な取り組みを⾏っていきます。

監査委員会による監査の状況
監査委員は、インターネット回線を経由した⼿法も活⽤しながら、戦略経営会議その他重要な会議に出席するほか、取締役、執⾏役、内部
監査担当部署、その他内部統制所管部⾨等からその職務の執⾏状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、監査委員会が定めた監査委員会
監査基準および監査計画等に従い、選定監査委員が本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査し、必要に応じて⼦会社
等の往査を実施して、取締役および執⾏役の職務執⾏状況を監査する体制をとっています。
また、グループの監査体制について実効性を⾼めるため、主要グループ会社の監査役と定期的に会合を持つなど、連携強化に努めていま
す。これら監査委員の監査についての職務を補助するための組織として監査委員会室を設置し、監査委員会の指揮下に置いています。

「⼈材戦略に係る取締役会の監督」に関する事項
アンケートでは、「社内における多様性の推進について、取締役会における議論が⼗分でない」との評価となったほ
か、「執⾏役のサクセッションプランについて、指名委員会での議論は必ずしも⼗分ではない」との評価となりまし
た。
取締役による協議においては、「グローバル⼈材の育成についても課題とすべき」「多様性の推進については、各事業
部⾨の進捗状況が⾒えづらく、これを管理・監督する権限がコーポレート部⾨にないように⾒える」などの意⾒が出さ
れました。

(3)

その他
アンケートにおいて、「取締役会の議論の準備のための、事前の⼗分な時間と情報」については低評価となりました。
本事項については、現在も継続的に改善の取り組みを⾏っていることから、今後もこれを継続していきます。
アンケートにおいて、社外取締役による事業所視察を希望するコメントが多く⾒られました。2022年度は、新型コロ
ナウイルス感染症の流⾏状況等に鑑み、主に新任取締役のみを対象に視察を実施してきましたが、2023年度以降は、
全社外取締役を対象とした視察を再開しています。

(4)

さらなる実効性向上に向けた2023年度の取り組み4.

「当社の中⻑期的な競争優位性」に関する意⾒への対応
執⾏側からの取締役に対する説明資料については、よりシンプルで分かりやすく、⽅向性が明確なものとなるよう、
「役員が知るべきことや議論すべき経営上の重要事項にフォーカスした内容とする」「予定通り進捗している案件につ
いては極⼒簡潔に記載する」「競合他社の動向などの外部環境変化や当社グループの置かれている状況等の経緯・背景
を記載する」といった点に留意して作成する。あわせて、経営判断の前提となる当社事業に関する情報の提供等につい
ては、引き続き取締役説明会において説明をし、社外取締役との間の情報の⾮対称性の解消を図る。
当社の中⻑期的優位性を基に策定された新中期経営戦略（中経2030）の浸透と発信を⾏うことで、資本市場へのアピ
ールを図っていく。具体的には、中経2030に対する投資家・アナリスト等の理解を深めることを⽬的に、事業別の戦
略説明会等を⾏う。また、当社の既存事業や中経2030の取り組みへの理解を促進すべく、証券アナリスト・機関投資
家を対象に、国内・海外拠点での⾒学会を実施する。

(1)

「指名委員会と他の取締役との間の情報共有」に関する意⾒への対応
取締役会の決議を要する事項（指名委員会では答申事項となるもの。主には執⾏役選任、役付執⾏役選定および執⾏役
の職務分掌に関する情報を対象とする）について、指名委員会での議論を深化させるとともに、委員以外の取締役との
情報共有を図る。具体的には、執⾏役選任にかかる検討状況について、より前広に指名委員会内で共有・議論するほ
か、候補者の選定⽅法等の具体的な検討プロセスを、委員以外の取締役にも共有する。また、執⾏役選任にかかる取締
役会付議資料については、より選定経緯等が分かるよう、理由の記載を充実させる。
さらに、指名委員会におけるその他の審議事項全般（取締役候補者の指名プロセス等）についても、取締役会における
報告を充実させることなどにより、情報共有を図る。

(2)

「⼈材戦略に係る取締役会の監督」に関する意⾒への対応
多様性の推進等に関する事項については、取締役説明会において、当社における推進状況や課題等について説明する。
執⾏役のサクセッションプランに関しては、上記「（2）指名委員会と他の取締役との間の情報共有」に関する事項」
と同様に、指名委員会での議論を深化させる。

(3)

監査の状況
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内部監査の状況

内部監査担当部署である戦略本社監査部・カンパニー監査部は2023年6⽉23⽇現在、各監査部⻑を含む32名で構成されています。各担当執
⾏役の指⽰のもと監査委員会と連携して、担当執⾏役および監査委員会の承認を得た内部監査計画に基づき、当社グループにおける会社業
務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、資産の保全・有効活⽤状況、リスク管理状況、法令等および社内諸規則・基準の遵守状況等につ
いての監査を⾏っています。また、会計監査⼈と情報の共有化を図り緊密な連携をもって監査を実施しています。
戦略本社監査部は、担当執⾏役および監査委員会に対して定期的に全社の監査結果の報告を⾏っており、また、取締役会に対しては、担当
執⾏役より定期的に全社の監査結果の報告を⾏っています。

内部統制については、2006年1⽉の内部統制システム整備委員会設置以降、会社法、⾦融商品取引法等への対応のみならず、当社およびグ
ループ会社に最適な内部統制システムの充実を図るため、内部統制整備の基本⽅針策定、財務報告に係る内部統制評価・開⽰制度に関する
事項への対応等を⾏ってきました。2022年度の財務報告に係る内部統制評価については、2023年6⽉に「内部統制報告書」を提出してお
り、監査法⼈から「その内容が適正である」という無限定適正意⾒の表明を受けています。

当社は、事業戦略上必要である場合を除き、純投資⽬的以外の株式（政策保有株式）を取得・保有しない⽅針としています。政策保有株式
については、毎年取締役会において、保有の妥当性を具体的に精査し、保有の適否を検証しており、検証の結果、保有意義が認められない
政策保有株式は縮減します。
今後も、取締役会における保有の適否の検証結果に基づき、政策保有株式の縮減に努めることにしています。

2022年度における縮減

2022年度において、当社は政策保有株式（期初の保有上場株式︓12銘柄(2022年4⽉1⽇付でＵＢＥ三菱セメント（株）へ承継した18銘柄
を除く)）のうち、8銘柄の全部または⼀部の売却を⾏いました。その売却総額は約237億円（時価ベース）です。

■ 政策保有株式保有状況推移

2020年
3⽉期

2021年
3⽉期

2022年
3⽉期

2023年
3⽉期

銘柄数

⾮上場 103 106 99 56

⾮上場以外 53 43 30 6

合計 156 149 129 62

合計額
（億円）

⾮上場 30 28 61 23

⾮上場以外 1,140 1,167 647 149

合計 1,171 1,195 709 173

■ 連結純資産に占める政策保有株式割合（%）

内部統制

政策保有株式の縮減について
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品質管理を含む当社のグループガバナンス強化については、当社内に設置されたSCQ推進本部が統括、推進しています。また、各拠点のガ
バナンスに関する計画の審議、進捗確認を⾏うガバナンス審議会をガバナンスに関する審議、報告、情報共有、フォローアップ等を⾏うガ
バナンスレビュー・ガバナンス情報共有会議に変えて継続し、各拠点と本社管理部⾨はSCQ推進本部等が策定するガバナンス強化に関する
取り組みを継続していきます。関連部署は、各拠点の取り組みの⽀援を続けていきます。
このように、品質管理を含むグループガバナンス強化の取り組みを継続するとともに、その状況については取締役会に報告します。

■ 当社グループが⽬指すグループガバナンスの姿

親・⼦会社、本社・⼯場間および各⼦会社内で円滑かつ⾃律的にコミュニケーションが⾏われるガバナンスの姿を⽬指します。

⽶国の連結⼦会社であったRRM社等において、RRM社の⼀部の経営幹部が共同出資する企業との間での取引事実が判明しました。この事案
は、経営幹部に対する不⼗分な牽制（RRM社の成功を⽀えた⾵⼟維持のため関与を最⼩化）、経営幹部への権限集中とトップに従う⾵⼟
（オーナー企業としてトップダウン経営で成⻑してきた歴史）等が原因となったものです。なお、当社グループにおける類似事案の存否の
調査を実施しましたが、本件以外には存在しないことを確認しています。

※ 詳細は「2021年3⽉期第2四半期報告書提出に関するお知らせ」（2020年12⽉16⽇公表）をご参照ください。
※ 2022年4⽉1⽇付で、当社のセメント事業およびその関連事業等について、ＵＢＥ三菱セメント（株）を承継会社
  とする吸収分割を⾏いました。それによりRRM社はＵＢＥ三菱セメント（株）の連結⼦会社となりました。

グループ全体のガバナンス強化に向けて

今後のグループガバナンス強化に関する取り組み

ロバートソン・レディ・ミックス社（RRM社）における事案と対応策
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RRM社等での経営幹部による利益相反取引事案を受け、同社等における再発防⽌策に加えて、グループ企業の経営幹部による不正の未然防
⽌・早期発⾒に向け、さらなる内部統制強化策を実施しています。

テーマ 具体的施策 2022年度総括

１）内部牽制の強化

常勤役員複数派遣ガイドライン、⾮常勤役員活動マニュアル
の運⽤

各社の規定運⽤の確認

制度運⽤の確認

２）役員の意識の向上

国内外役員ガバナンス研修の実施

動画配信、対話型研修を実施

３）第⼆線間のコミュニケーションの強化 不正取引・不正会計、独占禁⽌法違反をテーマに対話を実施

4）内部監査の拡⼤（監査部） 帳簿監査実施

2017年以降、当社グループにおいて発⽣した品質問題の背景・原因の分析を踏まえ当社グループ全体のガバナンスに関する課題を特定しま
した。この解決に向け、グループガバナンス体制強化策を策定し実⾏しています。2020年5⽉13⽇をもって、社外取締役および社外有識者
によるモニタリングは終了しましたが、⾃律的な取り組みを継続しています。

グループ全体の内部統制強化策

①親会社からの常勤役員複数派遣

②兼業・関連当事者取引の確認および規
定の制定
③新規取引時の確認、既存取引先の状況
確認

④海外内部通報制度の導⼊

①役員ガバナンス研修

②海外⼦会社マネージャーに対するコン
プライアンス研修実施

グループガバナンス体制強化の取り組み
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コンプライアンス意識調査等に関する社員意識調査（第7回）の結果（2022年9⽉実施）

第1回調査で明らかになった点  第7回調査で明らかになった点

コンプライアンスに対する意識は⾼まっている
が、ルールや⼿順の具体化・周知徹底に継続して
取り組む必要がある

▶ コンプライアンス強化のための経営層の取り組みやコンプライアンス研修等に
ついても⼗分であると感じている

コンプライアンス関連の報告・情報提供の重要性
は⼗分に理解されているが、不安・ためらいを感
じる社員も多い

▶ ほぼすべての従業員がコンプライアンス関連の報告・情報提供の重要性を理解
している
その⼀⽅で報告・情報提供を⾏うことに不安やためらいを感じている従業員が
依然として⼀定数存在する

職制を通じたコンプライアンス強化を進めている
が、職場のマネジメントやコミュニケーションの
さらなる改善が求められる

▶ 職場では遠慮なく意⾒や議論ができる雰囲気があり、コミュニケーションが⼗
分とれていると感じている
また、多くの従業員が、上司は⾃⾝の業務を把握していると感じている⼀⽅
で、職場内で特定の担当者以外の⽬が届かない業務があると感じている従業員
も⼀定数おり、第6回よりやや増加している
また、管理職に⽐べ、管理職以外の層に否定的な回答割合が⾼い傾向が継続し
ている

[調査対象]
当社および国内グループ会社（計40社）の全役員と全従業員
海外グループ会社（計54社）の全役員と従業員
[回答率]89％

138




